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高齢者福祉に関する自治体の取組状況調査

報告

（第１次速報版）

２００４年１月

（財）地方自治総合研究所
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はじめに

当報告書は昨年５月に（財）地方自治総合研究所、分権型福祉社会システム研究会が

行った「高齢者福祉のにおける自治体の取組状況調査」の集計結果の一部について、第

１次速報版として公表したものです。

今回は、あくまで調査結果のポイントについてグラフで示すにとどめており、特に踏

み込んだ分析や評価をしておりません。今後、分析結果を追加して速報版を改定してい

き、最終報告としてまとめる予定です。

最後になりましたが、アンケートにご協力いただいた自治体関係者の皆様には改めて

深く感謝致します。

（財）地方自治総合研究所

目 次

3１．調査の概要

………………………………………………………………………………1 3( )調査の目的

…………………………………………………………………………2 3( )調査方法の概要

5２．調査結果の概要

………………………………………………………………………1 5( )調査票の回収状況

………………………………………………………………………2 6( )回答自治体の概況

………………………………………………3 13( )在宅介護支援センターの機能について

………………………………………………………4 18( )地域福祉の充実－地域ケア会議

………………………………………………………5 20( )高齢者福祉サービスの展開状況

…………………………………………6 23( )高齢者に関わるセーフティーネットづくり

……………………………………………7 27( )サービス利用者に対するサポート体制等



- 3 -

１．調査の概要

(1)調査の目的

地域住民の主体的参加に基づく地域福祉の推進が求められ、介護保険の導入により民

間の福祉サービスが拡大する中で、高齢者福祉に関する地方自治体の役割には従来とは

異なるが必要とされる。地方自治体がこれまで取り組んできた介護保険事業計画、老人

保健福祉計画、地域福祉計画の実施状況等に関する調査を通じて、高齢者福祉における

地方自治体の新たなあり方を明らかにする。

(2)調査方法の概要

・調査主体

（財）地方自治総合研究所 分権型福祉社会システム研究会

（研究会メンバー）

島根県立大学教授 吉塚徹（主査）

龍谷大学教授 池田省三

日本社会事業大学教授 佐々木恒夫

㈱ＬＡＮＤ代表 田村静子

地方自治総合研究所 飛田博史（事務局）

〃 光本伸江（事務局）

・調査実施期間

2003年５月１日～５月30日

・調査方法

郵送によるアンケート

・調査対象

2003年５月１日現在の全ての市区(700)および2000年国調人口３万人以上の町

村 (111)

・主なアンケート内容

①基礎情報

②高齢者福祉の組織体制および情報共有の状況

③在宅介護支援センターの整備活動状況

④自治体による介護保険以外のサービス提供状況

⑤高齢者に対するセーフティーネット(成年後見制度、地域福祉権利擁護事業、

安否確認等)の整備状況

⑥介護保険実施状況

・グラフ、データ処理の方法
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断りがない限り2003年３月末現在のデータに基づく

母数が通常と異なる場合は N＝ で示している” ”
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２．調査結果の概要

(1)調査票の回収状況

表－ 調査票配布数及び回収票数･回収率1

地域ブロック 配布数 回収票数 回収率

市区 町村 市区 町村 市区 町村 市区町村

北海道・東北 97 8 88 3 90.7% 37.5% 86.7%

北信越 61 7 46 4 75.4% 57.1% 73.5%

関東 195 41 158 17 81.0% 41.5% 74.2%

東海 80 20 66 11 82.5% 55.0% 77.0%

近畿 92 13 63 6 68.5% 46.2% 65.7%

中国 48 3 36 2 75.0% 66.7% 74.5%

四国 32 2 22 0 68.8% 0.0% 64.7%

九州・沖縄 95 17 74 6 77.9% 35.3% 71.4%

全国計 700 111 553 49 79.0% 44.1% 74.2%

調査票は、全市 自治体、３万人以上の町村 自治体に配布した結果、市区では700 111
％、町村では ％、市区町村全体では ％の高い回収率が得られた。79.0 44.1 74.2
市区町村全体の回収率について地域ブロックごとにみると北海道・東北が ％と最86.7

も高く、ついで東海 ％、中国 ％の順となっている。また、最も回収率が低い四77.0 74.5
国でも ％と高い。64.7
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(2)回答自治体の概況

図－ 人口規模の分布1

回答自治体の人口規模別の構成比をみると 万人未満が ％以上を占めており、３10 65
万人以上の町村は概ね３～５万人の規模に含まれる。

～３万人未満, 9.0%

３～５万人未満,
27.6%

５～10万人未満,
28.1%

10～20万人未満,
17.8%

20～70万人未満,
5.8%

30～70万人未満,
8.5%

70万人以上, 2.0%

無回答, 1.3%
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図－ 人口規模別の高齢化率2

回答自治体の高齢化率は ％にとどまるが、小規模団体ほど高齢化率は高い傾向にあ17.6
り、３万人未満の自治体（すべて市）では ％に達する。一方、政令市を含む 万27.0 70
人以上では ％と低い。16.6

27.0%

21.1%

17.9%

17.5%

16.9%

16.6%

17.6%
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10～20万人未満

20～70万人未満
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図－ 人口規模別の要介護認定率3

要介護認定率は全体として要介護１の認定率が高く、認定段階が高くなるにつれて低

くなる傾向を示している。また、人口規模による認定率の差は低い認定段階ほど顕著と

なり、要支援では３万人未満が ％、要介護１では 万人以上が ％と最も高く2.69 70 4.91
なっている。

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%認定率

～３万人未満 2.69% 4.53% 2.57% 1.72% 1.75% 1.62%

３～５万人未満 1.85% 3.94% 2.48% 1.68% 1.72% 1.70%

５～10万人未満 1.90% 4.07% 2.50% 1.70% 1.69% 1.60%

10～20万人未満 1.83% 4.06% 2.61% 1.77% 1.73% 1.65%

20～70万人未満 2.02% 4.26% 2.67% 1.79% 1.70% 1.64%

70万人以上 2.33% 4.91% 2.78% 1.83% 1.73% 1.71%

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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人口規模別の介護保険サービス受給率図－ 4

サービス受給率（介護保険受給者数／認定者数）は人口規模に反比例しており、３万

人未満が ％であるのに対し、 万人以上では ％である。84.9 70 69.6

81.0% 78.9% 77.4% 77.4%

69.6%

84.9%
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～３万人未満 ３～５万人未満 ５～10万人未満 10～20万人未満 20～70万人未満 70万人以上
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図－ 施設・在宅サービス利用者の割合5

、 、介護施設・在宅の利用者の比率は自治体規模に関わらず 概ね３：７の割合であるが

町村が含まれる３～５万未満の人口規模では施設利用者が ％、在宅が ％と施設32.1 67.9
利用のウエイトが他に比べて高くなっている。

人口規模別施設・在宅利用者の割合

30.5%

32.1%

29.1%

29.6%

28.4%

29.9%

69.5%

67.9%

70.9%

70.4%

71.6%

70.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

施設 在宅
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図－ 人口規模別の介護保険料（改定後）の分布6

年度改定後の介護保険料は人口規模に関わらず 円以上の割合は高くなって2003 3200
いるが、なかでも 万人以上 万人未満で ％、 万人以上で ％となってお20 70 55.8 70 58.3
り、人口規模が大きい都市部で相対的に保険料が高くなる傾向がみられる。また、人口

2200規模が低くなるにつれて自治体ごとの保険料の違いが顕著となり、３万人未満では

～ 円未満から 円以上までの格差が表れている。2400 3200

9.6%

13.6%

11.2%

20.4%

21.1%

23.1%

21.5%

17.4%

8.3%

16.7%

13.9%

13.6%

15.9%

18.6%

25.0%

48.1%

45.8%

44.4%

49.5%

55.8%

58.3%

0.6%

1.9%

5.6%

1.2%

5.3%

7.8%

5.6%

7.0%

8.3%

1.9%

1.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

介護保険料の段階別の分布状況

2000～2200円未満

2200～2400円未満

2400～2600円未満

2600～2800円未満

2800～3000円未満

3000～3200円未満

3200円以上

無回答
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図－ 人口規模別の介護保険料改定前後の状況7

介護保険料の改定前後の介護保険料を人口規模別に比較してみると、いずれ自治体規

。 、模においても 円台に上昇している 最も保険料が高いのは 万人以上の 円3000 70 3,405
3,301 70 13.3ついで３万人未満の 円となっており、保険料の上昇率でみても 万人以上で

％、３万人未満で ％と他の自治体に比べ高い水準にある。13.0
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基準月額(円)

改定前 改定後



- 13 -

(3)在宅介護支援センターの機能について

在宅介護支援センター（以下「在介センター ）の自治体あたりの相談件数は」

年々増加しており、利用者にとってのニーズは高まりつつある。ただし、必

ずしもその役割が介護サービス全体のなかで体系的に位置づけられていない

状況が伺われる。

図－ 人口 万人あたりの在宅介護支援センター数8 10

在介センターの設置状況を人口 万人あたりのカ所数でみると、人口規模の小さな自10
治体において設置カ所が多くなっている。 万人未満における設置数を 万人で換算10 10
することにより数値が高くなる影響もあるが、いずれにしても都市部の在介センターで

は多くの利用者に対応しなければならないということがいえる。

8.17

6.45

5.35

4.64

4.70

6.87

11.20

0 2 4 6 8 10 12

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

全体

（カ所）
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図－ 在宅介護支援センターの運営形態（複数回答）9

複数回答の結果をみるといずれの人口規模においても社会福祉法人、医療法人など公

法人運営の割合が高くなっており、特に人口規模が比較的小さな自治体ではこれらの法

人にもっぱら依存する傾向が高く、人口規模が大きくなると直営や民間法人等の割合が

高くなり運営主体が多様化する傾向がみられる。

40.4% 39.1%
42.1%

48.8%

58.3%

11.1%

2.4%
7.1%

16.8%

29.1%
25.0%

42.6%

36.7%

46.2% 45.8% 46.5%
50.0%

75.9%

83.1%

92.9%

53.7%

48.2%

66.3%

79.4%

90.7%

4.8% 5.9%

15.0%

27.9%

58.3%

1.9%

9.5%

34.9%

25.0%

8.3%

37.0%

83.3%

96.5%97.2%

83.3%

15.9%

3.6%
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～３万人未満 ３～５万人未満 ５～10万人未満 10～20万人未満 20～70万人未満 70万人以上

直営 福祉公社や事業団 社会福祉協議会 社会福祉法人

医療法人 株式会社等民間法人 その他 無回答
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図－ 高齢者１人あたりの在宅介護支援センターへの相談件数10

在介センターに寄せられる高齢者１人あたりで換算した相談件数をみると、介護保険

制度が施行された 年度以降年々その数は増加しており、センターの必要性は高まっ2000
2002 0.686ているということができる。人口規模別では３万人未満が最も高く 年度では

件、一方、 万人以上では 件。その他は人口規模による特徴はみられない。70 0.255

0.686

0.542

0.427

0.586

0.255

0.653

0.583

0.433

0.495

0.426

0.382

0.529

0.457 0.4890.484

0.424

0.173

0.22

0.521

0.489

0.431

0
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0.5

0.6

0.7

0.8

2000年度 2001年度 2002年度

（件）

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

全体
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図－ 在宅介護支援センターの委託事業（複数回答）11

37.0委託事業の種類は多岐にわたるが 実施割合が高い事業としては転倒骨折防止教室、

％、家族介護教室 ％にとどまる。26.2

0.7%

2.8%

3.7%

3.7%

3.8%

4.2%

4.5%

5.0%

5.0%

5.8%

8.3%

11.1%

12.8%

13.1%

17.3%

17.8%

36.2%

37.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

家族介護者ヘルパー受講支援事業

徘徊高齢者家族支援サービス

移送等外出支援サービス

日常生活関連動作訓練事業

高齢者の食生活改善事業

家族介護慰労事業

地域住民グループ支援事業

紙おむつ等介護用品支給

生活管理指導事業（生活管理指導員派遣事業）

軽度の生活援助サービス

その他の家族介護支援事業

その他の介護予防となる教室等の事業

介護家族者交流事業（元気回復事業）

アクティビティ痴呆介護教室

安否の確認・緊急時通報の受信

住宅改修支援サービス

家族介護者教室

転倒骨折予防教室



- 17 -

図－ 基幹型在宅支援センターの設置状況12

全体では ％の自治体が基幹型を設置しており、 万人以上の自治体では全て設置77.2 70
されているのに対し、町村が含まれる３万人以上５万人未満では ％にとどまる。66.3

77.8%

66.3%

73.4%

85.0%

91.9%

100.0%

77.2%

22.2%

33.1%

26.6%
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20～70万人未満

70万人以上

全体

設置されている 設置されていない 無回答
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(4)地域福祉の充実－地域ケア会議

地域福祉の重要なネットワークづくりの役割を果たす地域ケア会議は、多くの自

治体で開催されているが、民間事業者等の行政職員以外の参加は人口規模の小さ

な自治体ほど高い

図－ 地域ケア会議の実施状況13

人口規模別の地域ケア会議の開催状況は全体では ％で、 万人以上の自治体では83.7 70
％、一方、３万人未満や５万人以上 万人未満の自治体において ％台となって100 10 70
、 、 。おり ３万人以上５万人未満の段階を除けば 概ね開催状況は人口規模に比例している
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90.7%

100.0%
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18.5%

13.9%

19.5%
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1.9%

0.6%
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20～70万人未満

70万人以上

全体

開催している 開催していない わからない 無回答
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図－ 地域ケア会議のメンバー構成14

地域ケア会議を開催している自治体のうち、会議の構成メンバーが行政職員と行政職

員以外の福祉関係者からなる割合は全体で ％で、人口規模の小さい自治体ほど割合40.5
が高くなる傾向がある。一方、行政職員のみで開催する自治体も全体で ％と多く、42.7
人口規模が大きい自治体で割合が高くなっている。

(N=497)

51.2%

46.5%

40.3%

39.8%

28.2%

16.7%

40.5%

5.2%

6.8%

8.3%

4.6%

41.9%

41.5%

37.3%

42.0%

55.1%

50.0%

42.7%

7.7%

17.2%

11.4%

15.4%

25.0%

12.3%

2.3%

4.2%

1.3%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

全体

行政職員と行政以外のメンバー 行政以外のメンバーのみ 行政職員のみ その他
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(5)高齢者福祉サービスの展開状況

多種多様な取り組みを行っているが、介護予防対策がこれからの課題

図－ 介護認定の有無に関わらず利用できる福祉サービスの実施状況15
（複数回答）

要介護・要支援に関わらず自治体が取り組む高齢者一般向けの福祉サービスは多岐に

わたっているが、なかでも緊急通報 ％、配食サービス ％、軽度の生活援助サー93.2 87.0
ビス ％などの割合が高い。74.6

14.0%

25.9%

1.8%

14.3%

37.2%

44.2%

52.2%

66.6%

67.4%

69.8%

74.6%

87.0%

93.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他２

その他１

高齢者共同生活支援

短期入所の上乗せ利用援助

安否の確認

訪問理美容サービス

外出支援サービス

寝具乾燥サービス

住宅改修支援サービス

福祉電話

軽度の生活援助サービス

配食サービス

緊急通報
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図－ 介護予防・生きがい活動支援事業の取り組み（複数回答）16

厚生労働省の推進するいわゆる介護予防・生きがい活動支援事業のメニューのうち、

最も多くの自治体が取り組んでいるのは生きがい活動支援通所事業の ％、ついで転88.5
倒骨折予防教室の ％、生活管理指導短期宿泊事業 ％となっている。他の事業で66.4 56.3
は実施割合が ％以下となるものが多く、介護予防については一部の事業にとどまって40
いる状況にある。

1.3%

0.5%

13.1%

14.0%

19.4%

21.6%

22.3%

29.1%

31.4%

42.4%

56.3%

66.4%

88.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答

行っていない

その他生きがい活動支援事業

その他介護予防となる教室等の事業

地域住民グループ支援事業

日常生活関連動作訓練事業

保健センター等での運動指導事業

高齢者の食生活改善事業

アクティビティ・痴呆介護教室

生活管理指導員派遣事業

生活管理指導短期宿泊事業

転倒骨折予防教室

生きがい活動支援通所事業
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）図－ 家族介護支援事業の取組（複数回答17

家族介護支援事業は無回答が多く実施している自治体の回答数は限られるが、なかで

は紙おむつ等の介護用品の支給 ％、家族介護慰労事業 ％などの回答割合が高か50.3 43.4
った。

50.3%

43.4%

30.1%

22.9%

21.1%

8.8%

6.1%

0.7%

41.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

行っていない

その他の支援事業

家族介護ヘルパー受講支援事業

徘徊高齢者家族支援サービス

介護家族者交流事業

家族介護者教室

家族介護慰労事業

紙おむつ等介護用品の支給
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(6)高齢者に関わるセーフティーネットづくり

高齢者の権利擁護等に関わる事業は都市部を中心に多くの自治体が取り組んでお

り、利用者のニーズも都市部を中心に高まりつつある。また、安否確認等の日常

的な支援体制は全体として整備されている。

図－ 成年後見制度支援事業への取り組み状況18

成年後見制度に関する各事業への取り組みは、人口規模の大きな自治体において高い

9.3%

17.5%

24.3%

34.6%

39.5%

50.0%

11.1%

18.7%

21.9%

29.0%

36.0%

41.7%

2.4%

3.0%

4.7%

8.1%

8.3%

7.4%

13.9%

19.5%

30.8%

47.7%

50.0%

5.6%

13.9%

21.3%

22.4%

40.7%

33.3%

11.1%

13.3%

24.9%

49.5%

51.2%

75.0%

1.9%

4.8%

4.1%

12.1%

26.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

利用促進のための広報活動 在介センター等の機関を通じた制度解説の資料等の配布

高齢者やその家族対象の説明会 高齢者やその家族対象の個別相談会

成年後見事務等を実施する団体の紹介 制度利用に関する経費の助成

その他制度利用に関する事業
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割合を示しており、特に制度利用の経費助成などの財政支援や広報や家族説明会などの

周知活動が活発である。一方、 万人未満の自治体ではいずれの事業についても ％10 20
台であり、依然として一部の自治体にとどまっている。

図－ 人口規模別の高齢者 万人あたりの成年後見制度の利用件数19 10

10 2000高齢者 万人あたりの成年後見制度の利用件数は ３万人未満の自治体を除けば、

年度以降増加傾向にあり、３万人から 万人未満の人口規模における相談件数が多くな20
っている。なかでも人口 万人以上 万人未満の自治体では 年度の相談件数が10 20 2002
件と最も高い。5.87

0.790.85

2.17

3.95

0.3

2.52

4.16

2.39

4.32

5.87

0.62

1.51
1.92

0.78

3.08

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002

(件）

～３万人未満 ３～５万人未満 ５～10万人未満 10～20万人未満

20～70万人未満 70万人以上
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図－ 人口規模別の高齢者 万人あたりの地域福祉権利擁護事業の利20 10
用件数

高齢者人口 万人あたりの地域福祉権利擁護事業の利用件数も全体として年々増加傾10
向にあり、特に３万人未満、 万人以上 万人未満の自治体で制度の利用が顕著であ10 70
る。

43.90

75.46

36.59

26.35

42.49

20.54

28.72

46.67

56.50

66.03

55.90

18.13

6.79

20.00

12.54

26.60
37.93

14.08

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002

（件）

～３万人未満 ３～５万人未満 ５～10万人未満

10～20万人未満 20～70万人未満 70万人以上
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図－ 安否確認、緊急通報の対象者（複数回答）21

安否確認・緊急通報については ％近い自治体が取り組んでおり、これらの自治体100
に対して対象となる高齢者について質問した結果、ほとんどの自治体において一人暮ら

しの高齢者を中心にサービスを提供しており、高齢者のみの世帯については約６割にと

どまっている。

（N=596)

21.6%

10.2%

11.9%

24.5%

61.2%

95.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

要介護認定外の虚弱高齢者

要介護高齢者

日中独居高齢者

高齢者のみ世帯

一人暮らしの高齢者
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(7)サービス利用者に対するサポート体制等

利用者の苦情相談等についてはいずれの自治体も窓口はあり、問題への対応におい

ては、在介センターが調整役として重要な役割を果たしている。ただし、サポート

体制全体でみると責任の所在および各関係機関、職員との連携などが十分確立され

ていない。

図－ 介護サービスに関する苦情相談窓口の設置状況22

多くの自治体では介護保険担当部署で対応しており、専用の苦情窓口を設けているの

は、最も割合が高い 万人以上 万人未満の自治体でも ％にとどまる。20 70 22.1

7.4%

7.7%

15.0%

22.1%

9.8%

88.9%

90.4%

88.2%

70.1%

65.1%

83.3%

81.7%

8.3%

6.5%

8.1%

8.3%

3.6%

3.7%

1.2%

3.7%

2.3%

1.8%

0.2%

1.8%

1.8%

3.5%

0.6%

0.2%

2.4%

2.4%

4.7%

2.3%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

全体

専用の苦情窓口を設置し対応 介護保険担当部署で対応

一般苦情窓口で対応 消費者相談窓口で対応

その他の方法で対応 苦情窓口の設置なし

複数窓口で対応
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図－ 苦情受付担当者の配置状況23

全体ではほぼ半数が苦情等に関する専門担当者を配置しているが、その他は苦情に応

じて関係所管に引き継ぐ体制となっている。特に 万人以上 万人未満の自治体にお20 70
いて専任者を配置する割合が高くなっているが、 万人以上になると行政組織の規模が70
拡大するためか、むしろ関係所管へ引き継ぐ割合が高くなる。

(N=578)

8.5%

13.7%

20.2%

8.3%

8.7%

38.9%

44.7%

35.2%

41.2%

18.8%

25.0%

41.1%

57.4%

52.2%

54.5%

40.2%

27.4%

58.3%

47.8%

4.9%

3.6%

8.3%

3.7%

1.9% 0.6%

2.2%

1.8%

0.6%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

全体

専任者を配置 兼任者の担当者を配置 苦情の内容に応じて所管に引き継ぎ その他 無回答
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図－ 苦情処理手続きの文書化の状況24

苦情処理手続きについて文書化しているのは全体では約３割とどまり、必ずしも苦情

処理の仕組みが客観的に体系化されているとはいえない。ただし、人口規模が大きくな

、 。るにしたがい文書化の割合は高くなり 人口 万人以上の自治体では ％にのぼる70 83.3

24.1%

26.5%

32.0%

35.5%

50.0%

83.3%

33.9%

75.9%

72.3%

66.9%

64.5%

46.5%

16.7%

64.6%
0.5%

1.2%

0.6%

1.0%

3.5%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

～３万人未満

３～５万人未満

５～10万人未満

10～20万人未満

20～70万人未満

70万人以上

全体

文書化されている 文書化されていない わからない 無回答
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図－ 苦情対応の内容25

苦情対応の内容としては、制度の誤解に関する説明が ％と依然として介護保険制84.9
度等の周知が不十分であることがうかがわれるが、これに次いでサービス事業者への指

導が ％、事実関係の調査が ％とサービス供給面での苦情対応も多くの自治体で78.7 72.8
行っている。

4.2%

2.5%

21.9%

27.2%

35.5%

54.5%

66.9%

72.8%

78.7%

84.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他

苦情申立て無し

代替サービスの斡旋

国保連への通報

都道府県への通報

国保団体連合会の
苦情申立て制度の説明

ケアマネジャーの指導

事実関係の調査

サービス事業者の指導

制度の誤解に関する説明


